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◆令和６年12月２日から健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証（※）を基本とする

仕組みへ変わりました。（※マイナ保険証…健康保険証として利用登録したマイナンバーカード）

◆みなさま個人のマイナ保険証登録状況により、令和7年7月3日に

◆69歳以下の被保険者の①資格情報のお知らせは令和８年度以降は届きません。

①は有効期限がある場合等に送付します。

これまでの健康保険証のように、券面に保険者番号などが書いていないので、

簡単に健康保険の情報を確認できるようにするためです。

これまでの健康保険証の代わりに、マイナ保険証をお持ちください。

（「資格情報のお知らせ」のみでは診療等は受けられません。）

 「資格情報のお知らせ」の右下に切り取り線があります。必要に応じて切り

取ってご利用ください。マイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナン

バーカードと一緒に見せることで、スムーズに保険診療を受けることができます。

大切に保管してください。

これまでの健康保険証と同じようにご利用ください。

袋井市国保 ８月１日から使える資格確認書などについて

①

②

過去のマイナ保険証登録キャンペーンで、

登録してポイントもらったわ。

医療機関などで、マイナンバー

カードを出して登録したっけ。
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マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報（医療情報、税や年金など）は入っていませ

ん。

また、カード裏面のマイナンバー（12桁）を知られただけでは悪用されません。

マイナ保険証を利用した場合、医療機関・薬局が確認できるデータは、保険に関する情報で

・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられます。

・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になります。

・マイナポータルから保険医療・調剤を受けた記録を確認することができるため（一部除外あ

り）、

お持ちのスマートフォンから、 にログインすることで、健康保険の情報が

確認できます。マイナンバーカードと数字４桁の暗証番号が必要です。

・要介護のご高齢の方や障がいをお持ちの方など（要配慮者）、マイナ保険証での受付が困難な

方は、

窓口や郵送での申請により発行できます。施設入所の方は、代理で申請できます。

（マイナ保険証を利用できる方は、申請できません。次のQ５をご覧ください。）

【窓口での申請に必要なもの】

①資格確認書交付申請書（窓口、ホームページにあります。）

②要配慮者対象であることが確認できるもの（介護保険被保険者証、施設入居が分かるものなど）

③申請者（または代理人の方）の本人確認書類（★顔写真付の本人確認書類（運転免許証・マイ
ナンバーカード等）１点、または、介護保険被保険者証、年金証書、受給者証などの書類２点））

④別世帯の方が申請する場合は、委任状

【申請窓口】 市役所１階保険課国保年金係、浅羽支所市民サービス課

袋井市国保加入中であれば、窓口、郵送での申請により解除できます。申請後に資格確認書をお

渡し

します。（社会保険等加入中の方は、勤務先や加入中の健康保険組合等へお問い合わせください。）

【窓口での申請に必要なもの】

①マイナ保険証利用登録解除申請書（窓口、ホームページにあります。）

②解除希望者の本人確認書類（上記★参照）

③申請者の本人確認書類（上記★参照）

④別世帯の方が申請する場合は、委任状

【申請窓口】市役所１階保険課国保年金係、浅羽支所市民サービス課

マイナポータル
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